
2023 年 4 月 1 日 

 

新琴似 南小 学 校  いじめ防止基本方針  

 

は じ め に  

 「いじめは、どの学校でも、どの学級でも、どの児童にも起こりうる (被害者としてだけで

なく、加害者としても )」という基本認識に立ち、本校全児童が、いじ めに向 か わ な いように

するため、「新 琴似 南 小 学 校  いじ め防止基 本 方針」を策定しました。  

 
１ ． 「 い じ め 」 と は  ≪ い じ め 防 止 対 策 推 進 法  第 １ 章 総 則  第 ２ 条 よ り ≫  
 

この法律において、「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在

籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影

響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の

対象となった児童等が心身の 苦痛を 感じてい るものをいう。  

  

 学校では、「 いじめ られて いる 」 と思われ る 児童の心 情 に  

寄 り 添 い 、「い じめ」を 訴えて きた児 童の立 場 に立ち、その訴えを真摯に受け止め、いじめら

れている児童を学校が徹底して守るという意思をもち、「いじ め」と 「人間 関係の トラブル 」

を明確に 区別しながら、事実 関係を 確かめ、対応に当たります。  

  

2． 「 い じ め 」 の 早 期 発 見 ・ 早 期 対 応 に つ い て  

＜早期発見にむけて…変化に気付く  「地味なけいこ」＞  
 

                    「地味な けいこ」「不安 げな表 情」「本 人の訴  

児童の SOS「地味なけいこ」  え 」「噂 」に接したら、直ちに 情報 を 共有して、 

「じ」 自傷行為          事実関係を洗い出し、迅速に対応する。  

「み」 身だしなみの変化        

「な」 投げやりな態度        (ほ う れ ん そ う ・ に ん じ ん の ち ょ う り し ) 

「け」 欠席の増加         報連相・認迅の調理指  

「い」 イライラ 違和感              報告・連絡・相談  

「こ」 孤立                         確認・迅速  

調査・理解・指示 

 

  

 

 

 

いじめ られ てい る子 の気 持ち を考 える  →  表 情 、 様 子 を き め 細 か く 観 察 す る  

・親に心配をかけたくない       ・弱い自分を知られたくない (プライド ) 

・先生に言っても何もしてくれない   ・自分にも悪いところがある（理不尽な理由付け）  

・先生に言ったらもっと酷くなる    ・いじめられても仕方がない (歪んだ居場所に固執 )  

本人が苦痛を感じていないと言っても、

一 般 の 感 覚 か ら「 当 然 苦 痛 を 感 じ る だ ろ

う 」 と判断される場合も含む。  



具体的ないじめの態様  ≪次のことを確認したら、迅速に対応≫  

〇「 いじめ の透明 化 」を見過 ごさな い →「大 丈 夫」の裏、笑顔 の奥に 隠され た絶望 を見抜 く  

(仲 良 し グ ル ー プ 内 で の 日 常 的 な い じ め 、 指 導 困 難 状 態 学 級 で の 気 分 次 第 な 行 動 、 感 情 的 な 空 気 )  

・ 遊 ぶ ふ り を し て 、 ぶ つ か ら れ た り 、 叩 か れ た り 、 蹴 ら れ た り す る (プ ロ レ ス ご っ こ )  

・ 仲 間 外 れ 、 集 団 に よ る 無 視 、 冷 や か し や か ら か い 、 悪 口 や 脅 し 文 句 、 嫌 な こ と を 言 わ れ る  

・ 席 を 不 自 然 に 離 す 、 席 替 え の 時 に 嫌 な 顔 や 仲 間 内 で の 目 配 せ を す る  

・ 金 品 の 要 求 、 金 品 を 隠 さ れ た り 、 盗 ま れ た り 、 壊 さ れ た り 、 捨 て ら れ た り す る  

・ 嫌 な こ と や 恥 ず か し い こ と 、 危 険 な こ と を さ れ た り 、 さ せ ら れ た り す る  

・ パ ソ コ ン 、 携 帯 電 話 、 ス マ ー ト フ ォ ン 等 で 、 誹 謗 中 傷 や 嫌 な こ と を さ れ る  

(URL の 確 認 、 メ ー ル 内 容 の プ リ ン ト ア ウ ト → 記 録 )   

 ・ 「 ～ 菌 」 「 身 体 的 特 徴 を 揶 揄 す る 発 言 や ニ ッ ク ネ ー ム 」 で 呼 ば れ る  

 

3． 「 い じ め 」 へ の 対 処 の 流 れ  
≪ 令 和 ５ 年 度 札 幌 市 学 校 教 育 の 重 点  P.14≫  

 

 

 
 

①   

① 関係す る 全 て の児童 に対す る聴  

き 取 り (一人ず つ聞く ) 

② 事実と 経過を 把握し 、 5W1H を 明  

確にして 整理 → 再確認  

 

        いじ めた児 童への 指導・対 応  

①  いじめの 自覚  い じ わ る 、 い た ず ら で は な い ！  

②  いじめた 児童の 抱える 問題  

③  自分の行 為の責 任 を自 覚  

④  本心から の謝罪     決 し て  

周りの児 童 への 指導     追 い 詰 め な い  

①  いじめら れた子 の心の 苦しみ の理解  

②  見て見ぬ ふり  ⇒  い じめの 深刻化  

 

いじめの疑いのある情報把握  

1 事実関係の確実な把握  

３解決に向けた働きかけ  
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いじめ防止対策委員会召集  対応協議  

・ 「 地 味 な け い こ 」  
・ 不 自 然 な 様 子 、 か か わ り  
・ 保 護 者 か ら の 連 絡 ・ 相 談  
・ 本 人 の 訴 え 、 ア ン ケ ー ト  
・ 友 だ ち か ら の 情 報 提 供  
・ 地 域 、 関 係 機 関 か ら の 連 絡  
・ 子 ど も た ち の 噂 話  

6 再発防止  定期的 な情 報交換  いじめ 防止 対策 委員 会  
校 長 ・ 教 頭 ・ 主 幹 教 諭  

教 務 主 任 ・ 保 健 主 事      

該 当 学 年 ・ 養 護 教 諭      
指 導 部 門 長 ・ コ ー デ ィ ネ ー タ ー  

ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー  
相 談 支 援 パ ー ト ナ ー  

必 要 に 応 じ て    
学 校 関 係 者 評 価 委 員 (学 校 評 議 員 )・ 巡 回 相 談 員 ・ 学 校 支 援 専 門 員  

PTA 役 員 ・ 主 任 児 童 委 員 ・ ス ク ー ル ガ ー ド リ ー ダ ー  

ス ク ー ル ガ ー ド ・ ス ク ー ル サ ポ ー タ ー  

ま ず は 本 人 の 話 を し っ か り と 聞 く  

 

R01.6 . 7 「 札 幌 市 い じ め の 防

止 等 の た め の 基 本 的 な 方 針 」   

P2  参 考  



4． 重 大 事 態 へ の 対 処  

・いじめの重大事態に発展しかねない兆候を察した段階で、重大事態発生の報告 (学校から札  

幌市教育委員会へ 教育委員会から札幌市長へ ) をする。教育委員会の判断を受け、学校と  

して調査を実施する。  

 

重大事態(第 28 条)と は  

1. いじめにより児 童等の 生命 、心身 又は財 産に重 大な被害 が生じ た疑いがあると認め

るとき (1 号重大事案「生命身体財産重大事態」 ) 

①  児童生徒が自殺 を企図した場合  

②  身体に重 大な 傷 害を負った場合  

③  金品等に重大な 被害を被った場合  

④  精神性の 疾患を発症した場合  

2. いじめにより児童等が相当の 期間学 校を欠席することを余儀なくされている疑い  

があると認めるとき (2 号重大事案「不登校重大事態」 )  →  平成 29 年 1 月報告書（札幌初の認定）  

・相当の期間については、不登校の定義を踏まえ年 間 30 日を目安とする  

   ※児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、 

重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。  

  

 

・児童の命や安全を守ることを最優先に、いじめが犯罪行為に相当し得ると考えられる場合に   

は、学校として、警察への相談・通報を行い、適切な援助を求める場合がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直ちに北 警察 署 に 通 報  

(第 23 条 6) 

教育委員会へ第一報を迅速に行う  

インターネットを利用した名誉棄損、

児童ポルノ関連事犯等も連携する  

727-0110  

（参考） いじめ防止対策推進法  第２３条第６項  

学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所  

轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、  

身体又は財産に重大な被害が生じるおそれのあるときは直ちに所轄警察署に通報  

し、適切に、援助を求めなければならない。  



5． い じ め を 未 然 に 防 止 す る た め に 、 学 校 が 行 う こ と  

 ・全教育活動を通して、「 いじめ は絶対に 許 されない 」という指導を徹底する。  

・いつでも、誰にでも相談で きる体 制の充実を図る。  

 ・いじめに特化したア ンケー ト調査を年 2 回 (6 月 、11 月 )実施し、結果から教育的予防と早

期発見、早期対応を教職員全体の共通認識として確認する。  

 ア ン ケ ー ト は 卒 業 後 5 年 間 保 存 (札 幌 市 ア ン ケ ー ト は 3 年 間 保 存 )   

（ 平 成 29 年 6 月 8 日 発 出  札 教 児 第 147 号  い じ め の 調 査 ）  

 ・「いじ め問題 」に 関する 校内研 修を行い、「いじめ」について本校職員の理解と実践力を

深める。  

 

 体 罰は、該当児童を傷つけるだけでなく、力や威嚇による解決を肯定するという誤った判断  

をし、児童が真似る可能性があるため決して行ってはならない。  

常 識 や 教 育的配 慮に欠 ける 不 適切な 暴 言 (「い じめられ ている 方にも 原因が ある」等 )、特 定  

児童への 過剰な かかわ り、不必要 な呼び かけ、しつこい 叱責 、人 権侵害、人 格否定、身体的 特

徴を揶揄 する発 言やニ ックネ ーム等は教師の い じめである。  

こうした暴言は、児童を傷付けるだけでなく、他の児童によるからかいを助長し、いじめを  

引き起こすきっかけになることを絶対に忘れてはいけない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



子どもたちをいじめに向かわせない学級づくりの基本  

学校経営方針の実践  

 いじめ発生の 3 要素  

1.いじめを暗黙に認めてしまう「いじめの許容空間」  

①  一 元 的 な 空 気    ※ 管 理 統 制 の 強 す ぎ る 学 級   

「教職員の言動」（ 何 回 言 っ た ら 分 か る ん だ ！ ）  

(み ん な に 迷 惑 を か け て い る ん だ ぞ )等が引き金  

になることも  

②  馴 れ 合 い 関 係    ※ 担 任 の 指 導 力 の 欠 如  

「中心人物の気分次第」「自分の地位の確認」  

③  歯 止 め 作 用 の 欠 如  ※ ノ リ で 過 剰 に 同 調  

「 タ ー ゲ ッ ト を 探 そ う  あ い つ に し よ う 」  

 

2.いじめる子どもの「いじめ衝動」  

①  集団内の異質なものへの嫌悪  

②  違反への制裁意識  

③  ねたみや嫉妬感情  

「金持ちが高級車に乗っている」→  ねたみは生じない  

「同じレベルなのに」と感じると一気にねたみになる。  

④  心理的ストレス  

⑤  ふざけ意識や遊び感覚  

⑥  金銭や欲しい物を得たいという意識  

⑦  被害回避意識によるいじめへの荷担  

 

学級経営の基盤は、子 ども 理 解 (アセ ス メン ト )である。子ども理解の充実を図るとともに、

子どもたちに、安心 して 生活で きる落 ち着 ける 場  ＝  ホッ とでき る空 間  作りを心がける。 

 

≪安心、安定、安全のある学級経営  ＝  児童との信頼関係を深める≫  

・児童一人一人が自分の 居場所 を感じら れる学 級経営に努め、学級 の一員 として 自覚でき る学  

級 づ く りを行う。⇒  自己肯 定感、 自己有用 感 を高める  ⇒  ほめる、認める、感謝する  

・① 規 律  ②学 力  ③ 集団所 属意識  →  きちんと授業に参加し、基礎的な学力を身に付け、 

集団に認められているという実感を一人一人がもてる学級集団を創る。  

≪子どもも先生も楽しい 学校  ＝「学校経営方針」「札幌市学校教育の重点」≫  

・学習規 律の習 得  ＝  「よ くわか る ！ 新琴 似 南小学校 」 「新 琴似南 スタン ダード 」 な ど  

学習の習 慣付け  ＝  「新琴 似南 『 学 び 』 の ス スメ」 な ど  

 基礎・ 基本を 十分に 吟味し た分か る授業  ＝  「新琴 似南 小 の研究」「 ミ ニ 研 修 」 な ど  

注意インターネットによるコミュニケーションでは、メールやラインの誤解やすれ違いによ

るトラブルが生じやすいことを理解させるよう、イン ターネ ットモ ラル の指導 を充実させる。 

い じ め の 無 自 覚 「 あれ ぐらい で？ 」  
 

いじめている方は、自分のしている行為が

「 い じ め 」 だ と 思 っ て い な い 。  

・いじり  ・いじわる  ・いたずら  

・からかい・つっこみ  ・悪ふざけ  

・冗談   ・軽いノリ  ・しゃれ  

 

「あれぐらいで、大げさだよ」  

「みんな、やっていることだ」  

「本人は喜んでいるよ」  

「遊んでいただけだよ」  

 

■こうした「遊び感覚」は、集団だったり、

仲間がいたりすると、増大し歯止めが利か

なくなる。仲間の手前、エスカレートする。 

≪関西外国語大学  教授  新井  肇  氏≫  


